NPO団体轟同志会　会則
(名称)
第1条この会は、NPO団体轟同志会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条本会の事務所は、静岡市葵区に置く。
(目的)
第3条本会は、0歳以上の支援の必要性を感じる子どもたちに、未来に希望を持って生きていけるサポート活動を行うことで、子どもたちを中心に据えた助け合いにより、地域社会が活性化していくことに寄与することを目的とし、令和7年4月1日設立する。
(活動の種類)
第4条本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を実施する。
(1)子供たちの未来を描くサポート事業
（2）危険薬物防止に関する事業
(3)その他、この団体の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条本会の会員は、次の2種とする
( 1 )正会員は、この会の目的に賛同し人会した者とする。
( 2)賛助会員は、この会の活動を賛助するために入会したものとする。
（3）その他、会長が認めたもの。

(入会)
第6条会員の入会については、特に条件を定めない。
会員として人会しようとするものは、入会申込書により、会長に申し込むものとする。
(会費)
第7条会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
	
	

	
	

	
	


（1） 正会員　5000円/年
（2） 賛助会員　3000円/年
(退会)
第8条会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。

(役員)
第9条本会に次の役員を置く。
①会長1人
②副会長1人
③監事1人
④会計1人

(選任)
第10条役員は会員の中から選任する。

(職務)
第11条会長は、本会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかしめ指名した順序によって、その職務を代行する。
会計は、本会の会計を担当する。
監事は、会の活動及び会計を監査する。
(任期)
第12条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
（運営）
第13条
おおむね年6回の運営会議を開催する。重要事項については、社員による運営会議を行い、円滑な業務遂行に努めるものとする。運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
（経費）
第14条
この団体の運営に要する経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
（事業年度）
第15条
この団体の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
（事業計画及び予算）
第16条
この団体の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、運営会議の議決を経なければならない。
（事業報告及び決算）
第17条
この団体の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、運営会議の議決を経なければならない。

（規約の変更）
第18条
この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。
（委任）
第19条
この規約の施行に関し必要な事項は、運営会議の議決を経て、会長が別に定める。

附則
1
この規約は、2025年4月1日から施行する。

